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監 査 委 員 会 事 項

沖縄県監査委員公表第１号

平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述
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平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述



（号外第22号）平成23年６月28日　火曜日 公　　　　　報

12

沖縄県監査委員公表第１号

平成13年５月11日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成14年６月11日付けで公表

した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成16年５月14日付けで公表した包括外部監査の結果に基づ

き講じた措置、平成17年５月17日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成18年５月16

日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置、平成19年５月18日付けで公表した包括外部監査

の結果に基づき講じた措置、平成21年５月22日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置及び

平成22年６月１日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、知事から通知があった

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年６月28日

沖縄県監査委員 又 吉 春 三

沖縄県監査委員 幸 地 啓 子

沖縄県監査委員 嘉 陽 宗 儀

沖縄県監査委員 具 志 孝 助

－平成12年度包括外部監査報告にかかる分－

＜女性総合センター＞

監査結果

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団に関する本来の計画は、平成12年までに10億円の基本財産を造成し、その基金の運

用により得られた資金を財源にして、財団の人件費を賄い、自主事業等を行っていくというものであっ

たが、バブルの崩壊により、民間企業はおろか県も予定通りの出捐金負担をすることが出来ず、平成11

年度末までに集まったのは、３億6,164万9,835円にすぎない。平成11年度の基金運用による利息は、19

万7,949円でしかない。当然、これでは、自主事業どころか、人件費にもまったく足りない状況である。

その意味で、当初の構想は大きく狂っており、まずこのことがはっきりと県民に示されなければならな

い。

⑵ しかし、おきなわ女性財団の目的とする男女共同参画社会に向けた取り組みの必要性、また、「てぃ

るる」の男女共同参画社会の実現を目指す諸活動の拠点としての必要性には、いささかも変わりがない

のであって、これをいかにして維持していくのかということが議論されなければならない。

⑶ この点、沖縄県では、おきなわ女性財団に対して、以下のとおりの補助金及び委託料を支払ってきて

いる。（以下は省略）

平成11年度の委託料は総額で１億1,164万3,000円であるが、そのうちの7,866万1,000円（70.45％）

が施設管理費となっている。

⑷ そもそも委託料というのは、本来一定の業務の対価として支払われるものである以上、そこには内実

のある業務というものが存在しなければならない。

本来予定されている施設管理委託とは、ホールや会議室などの賃貸や管理業務であって、これだけの

費用を要するものではない。この施設管理費には、不足するおきなわ女性財団の人件費などの赤字補填

としての意味を持つものである事は明らかである。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 「てぃるる」の運営管理については、沖縄県から財団法人おきなわ女性財団に委託されており、おき

なわ女性財団は、管理者として利用者から「てぃるる」の施設使用料を徴収するが、この使用料はすべ

て県に帰属するという形になっている。

⑵ 「てぃるる」の賃貸等に得られる収入は以下のとおりである。（以下は省略）

収入のうち、建物使用料は、施設内の食堂、公衆電話、売店、複写機の使用料として収受している金

額であり、センター使用料は、ホール、会議室、研修室の使用料収入として利用者から収受する金額で

ある。

⑶ これを沖縄県として、管理委託料（支出）と収入と言う形で対比してみると次のとおりとなる。

①管理委託料と収入の対比（省略）

②歳出の内訳（省略）

先に述べた通り「管理委託費」に実質人件費の補助が含まれているために、これが適正なのかどうか

直ちに判断することが出来ない。

⑷ もっとも「管理委託費」の使途明細から、間違いなく施設管理費として使用されているものに、日本

ホールサービス株式会社に対する女性総合センターホールの舞台操作管理業務に対する委託料として、

毎年1,461万6,000円が支払われており、そこだけをとらえたとしても、赤字になる計算である。

⑸ この施設が30億円以上の費用で建設されたということも併せ考慮すると、採算性向上についての真剣

な努力がされなければならない。

３ 利用率の向上

⑴ 「てぃるる」の賃貸可能施設の平成11年度の使用件数及び利用者数は、下表１のとおり決してよい利

用状況であるとは言い難い。（下表１は省略）

⑵ しかも、この利用状況について過去３年間を比較してみると、毎年使用件数、利用者数共に減少の一

途を辿っている。

⑶ 利用者数向上のため、より一層の努力は不可欠であると考える。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設管理委託料のあり方

⑴ おきなわ女性財団の事業費は、基本財産運用収入で賄うこととなっているが、目標とする基本財産の

額に到達していないことや近年の利率の低迷により基本財産運用収入が少なく、事業費の大部分を県か

らの補助金収入、受託収入等で賄っている状況である。

⑵ しかしながら、当財団の目的とする男女共同参画社会の実現に向けた取組の必要性は、これまで以上

に大きくなっており、平成20年度中に施行される公益法人改革関連法の趣旨も勘案しながら、今後の財

団のあり方について議論を進めているところである。

⑶ 地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖

縄県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理

者制度」へ移行した。

⑷ 平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料と貸館料で賄われている。

指定管理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県

から委託を受けて行っている啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁

されている。また、財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 実質としての「てぃるる」施設管理のあり方

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成18年度より、類似施設の利用料金と均衡を図るため、利用料金の改定を実施したが、男女共同参

画センターは、採算性が低く、施設利用料金のみでは、管理運営経費を賄うことは困難であるため、管

理運営経費にかかる支出との収支差の見込額の範囲内で県が指定管理料を支出している。

⑶ 平成22年度現在において、①使用料については、時間単位の使用料とし、②ホールの移動式客席につ

いては、客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効果を検討した

結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件

数が増加しているのは、利用対象者を広げた効果が大きいと考える。（平成21年度：5,024件、平成20

年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

利用率の向上を図るため、平成13年２月に女性総合センター「てぃるる」のホームページを開設し、こ

れまでよりリアルタイムで的確な情報提供に務めている。

また、以前から活用していた県で行っている広報媒体である電光広告塔及びラジオ県民室に加えて、う

まんちゅひろば（テレビ）で年２回、美ら島沖縄（広報誌）で年１回事業の事前告知に務めた。

平成13年度まで同センターの休館日は水曜日であったが、利用者の利便性を考慮し、休館日を水曜日か

ら月曜日へ変更することとして、平成13年12月に条例施行規則の一部を改正し、平成14年４月１日から施

行している。

監査意見

１ 援助の方法

おきなわ女性財団の行っている業務は、本来、沖縄県の行うべき業務であるから、バブル崩壊により資

金造成計画どおりでない現時点において、その人件費等を沖縄県が負担することは已むを得ないことと考

えるが、「施設管理委託費」の中にその分を含めるという現在のやり方では、実質としての管理委託費が

どれだけで、いくらが援助であるのか、県民に対して明らかではない。その意味で、援助の方法について、

県民に明らかになるような方法に改められるべきである。

２ 採算性の向上

「てぃるる」の採算性の向上のため、以下の方法についても検討してもらいたい。

⑴ 使用料の値上げ。ただし、「てぃるる」の本来の目的を阻害しない程度にしなければならない。

⑵ 舞台操作管理委託契約の見直し。これだけの費用をかけてまで客席の収納システムを維持する必要が

あるのか再検討すべきである。

⑶ 会議室などの利用方法の見直し。前述したとおり会議室などは全く利用されていない状況にある。新

たな県の施設を建設する際には、安易に箱もの施設を建設するのではなく、その会議室などを改築し、

県の施設として利用することも含めて検討がなされるべきである。

３ 利用率の向上

現に建物がある以上、最終的には利用率を向上させることが不可欠である。具体的には、①ＰＲの方法、

②利用状況の改善（現在、複合施設になっているため、ホール等を借り受けた際に、看板等を出そうとす

ると、複数機関の許可が必要である。）、③駐車場の確保などが検討されるべきだと思われる。

４ 資金造成の努力

当初計画10億円の資金造成計画の達成に向けて、なお一層の努力をなすべきである。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 援助の方法

地方自治法の一部改正を機に、より一層の効率的・効果的なサービスを提供することを目的として沖縄

県男女共同参画センターの施設管理業務は、平成18年４月１日より「管理委託制度」から「指定管理者制

度」へ移行した。

平成22年度現在、指定管理者制度が導入され、施設管理の経費は、指定管理料で賄われている。指定管

理部門（貸館業務・図書情報業務）に係る人件費は、指定管理料から支弁されている。また、県から委託

を受けて行っている、啓発学習事業及び相談事業に係る人件費は、別途センター事業費から支弁されている。

財団組織の管理業務を行う職員は、運営補助金から支弁されている。

２ 採算性の向上

⑴ 平成18年度からの指定管理者制度の導入に伴い、施設の効率的な活用、適正な管理運営を図る上から、

指定管理者の経営努力を促すために、施設の利用料金を管理者の収入とする利用料金制を採用した。

⑵ 平成22年度現在において、「使用料」については、時間単位の使用料とし、「舞台操作管理」につい

ては、ホールの移動式客席を収納している催事は、年間数件でありその為の保守点検料金との費用対効

果を検討した結果、平成23年度からは、客席を固定することにした。また、「会議室などの利用状況」

については、指定管理者制度が導入されて会議室等の利用件数は増加している。（平成21年度：5,024

件、平成20年度：4,635件、平成19年度：4,224件）

３ 利用率の向上

施設の利用料収入はこれまで県の歳入となっていたが、平成18年度からは指定管理者の収入となってい

る。利用料の向上がそのまま指定管理者である財団の収入につながるため、経営努力による利用率の向上

が期待される。具体的には以下のとおりである。

① ＰＲについては、自主事業を積極的に展開し、施設の情報提供を行うほか、ホームページの充実を図

っているところである。

② 利用状況の改善については、施設玄関や敷地入り口等の看板等掲示の依頼が、利用者からあった場合

は、消防法の抵触や他施設の利用者への妨げがないような看板等であれば、利用者との打ち合わせ時に

許可している。

③ 平成18年度から、庁舎地下駐車場は、職員の利用を禁止し、利用者及び公用車のみを対象とし、利用

者のための駐車場として配慮しているほか、自主事業を開催する際、近隣の駐車場（無料）を確保し、

多くの来館者が駐車出来るよう工夫している。

４ 資金造成の努力

平成16年度第１回理事会において、基本財産を確実かつ有利に管理・運用する観点から、金融機関への

預け入れの他に、国債や政府保証債、地方債等の債権を購入した。また、財産の管理運営を適正に行うた

めの「財団法人おきなわ女性財団基本財産管理基準」を制定した。

現在は、この基準に従い国債や地方債等の購入に向け、調査中である。平成22年度現在、基本財産の増

資を図るため、これまでどおり募金活動を行っている。

－平成13年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県営住宅＞

監査意見

企業会計的手法により県住宅の採算の明確化を

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部住宅課

ご指摘のとおり「公営住宅整備事業」についても、事業の効率的な執行及び透明性の観点から費用対効果

の検証が必要であると考えられる。しかしながら、企業会計的手法による評価の目的が基本的に企業営利の

最大化であり、公営住宅の目的である住宅セーフティーネット（外部不経済の是正）とは異なること。企業

会計的手法による評価は、貨幣換算できない効果 例えば、公営住宅が有する福祉的な側面や市場における

外部不経済の補完という観点を有することなどから検討することが求められる。同評価に基づく判断・数値

が安易に用いられることにより（一人歩きをして）社会的公平性を損なう結果をもたらす事も思量される。

　また、同事業が、他の公共事業と異なり「市場テスト」に馴染まないことや県全体の足並み（単独に先行

して作成すること）を考慮すると、現時点の行政コスト計算書等の作成は困難であると考えられる。なお、

事業経営の視点から企業会計的手法は、事業の最適化を図る上で効果的な経営手法であると考えるが、その

適用については、ファシリティーマネジメント手法の活用を含めて今後の検討課題としたい。

＜沖縄県信用保証協会について＞

監査意見

１ 部分保証制度について

保証協会の保証により金融機関の融資は無リスクとなり、また、保証協会も信用保険により２割のリス

クしか負わないため審査は甘くなりがちな面は否めない。また、依然として不良債権の増加に苦しむ金融

機関による安易な保証利用も考えられる。一般には、銀行等の金融機関の方が中小企業との普段の接触が

あるため、情報収集力がある。また、人員も揃っているため、融資審査力もあり、延滞債権の回収能力も

あると思われる。部分保証により金融機関にもリスク負担を残し、相互の連携による審査能力の強化を図

り、債権回収も強化する必要がある。

２ 信用リスクに応じた保証料率の設定について

現状の保証料の基本料率１パーセントが、低金利下では必ずしも低いというわけではないが、日本の金

融機関もやっと格付けを利用し信用リスクに対応した金利設定に動き出してきており、保証料もある程度

は信用リスクに対応した料率設定が必要と思われる。低金利時代であるからこそ、さらに柔軟な設定が必

要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県信用保証協会

１ 部分保証制度については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、金融機関が２割のリスクを負う責任

共有制度が平成19年10月１日から全国的に適用された。また、信用保険については、引き続き保証協会の

リスク負担の内８割をカバーしていることから、当制度の導入により、最終的なリスク負担割合は金融機

関20パーセント、日本政策金融公庫64パーセント、信用保証協会16パーセントとなったところである。

２ 信用リスクに応じた保証料の設定については、緊急保証制度等一部の保証制度を除き、平成18年４月か

ら９段階のリスク考慮型の保証体系が全国的に適用された。また、「中小企業の会計に関する指針」に沿

った財務諸表（公認会計士又は税理士が確認したもの）を作成している中小企業者又は保証実行に際して

物的担保を提供する中小企業者については、それぞれ保証料率が0.1パーセント割り引きされる。

－平成15年度包括外部監査報告にかかる分－

＜補助金に関する事務の執行＞

監査結果

共通の問題点

１ 補助金の「ゼロ精算」について

補助金の交付について、要綱に「基準額」（利用者・規模等から一定の基準により算出した額）と

「対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額」（以下、実支出額という。）を比較

して、いずれか少ない方の額に○分の１を乗じて得た額以内の額とされているものが多い。これは、

効率的な事業遂行により補助金額を抑制するための定め方である。しかしながら、基準額と実支出を

同額のものとして精算している補助金がある。元々、県の基準額自体を交付された市町村から社会福

祉団体等への委託金額としていれば一致することにはなる。この場合には、県としては委託契約書及

び委託先の当該補助金に係る収支計算書を吟味していれば足りるであろう。一括委託でない場合も、

基準額と実支出額が同一の場合があるが、積み上げた実支出額が基準額と同額になるということは考

え難く、基準額に合わせたと考えるのが自然であろう。福祉団体等においては、種々の事業があるた

め、間接費等で対象補助金の「帳尻合わせ」をしていることも考えられる。県としては、実支出額に

ついて合理的に集計されたものかどうか吟味する必要がある。

また、市町村が社会福祉団体等へ一括して委託している場合には、同額の精算を明確にするために

は、委託契約書を審査する必要がある。

２ 補助金の検査について

補助金額の確定について、県補助金規則において以下のように定められ、確定に先立ち調査するこ

とになっている。

第12条（実績報告）

補助事業者は、知事の定めるところにより、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に知事の定める書類

を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合

も、また同様とする。

第13条（補助金等の額の確定等）

知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては報告書

等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該事業者等に通知するものとする。

福祉保健部所管の抽出した補助金について、以下の質問により調査の状況を質問した。

⑴ 審査・検査要領等の有無

⑵ 審査・検査日程（日数など）

⑶ 書類審査のみでなく、補助金交付事業者を呼び出して実施した場合は、その割合。部分的に実施

した場合は、抽出の基準など。

⑷ 交付先に出向いて実施した場合は、その割合。部分的に実施した場合は抽出の基準など。

⑸ 審査・検査の結果の記録方法（一定の書式の有無など）

⑹ 結果、交付事業者に対して是正を求めた内容

その結果、全体として調査は不十分である。調査要領（チェックリスト）等は大部分においてな

く、担当者の経験によって調査され、調査結果の記録は明確な形では残されていない。補助金の性

質により検査の難易度はかなり異なるが、福祉保健部においては、各市町村を通じて共通の方法で

なされるものが多く、多くの市町村を迅速・正確・適切に検査し、その証拠とするためには、チェ

ックリストの作成によることが必要であり有効である。

今後、三位一体改革により地方自治体の自主的な判断による補助金等が増加してきた場合には、

特に補助金に対する県自体の審査はより重要なものになると思われる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部福祉保健企画課

１、２について

平成22年度においては、本庁各課の予算総括班長及び出先機関の総括班長及び事務担当者を対象に、「予

算執行事務の適正化に係る部内担当者会議」を開催し、補助金の適正な執行に努めるよう呼びかけた。

＜沖縄県立病院の財務に関する事務の執行及び経営管理について＞

監査結果

１ 医療費収納に係る事務について

（八重山病院）

修正したあとの伝票が残っているだけで、修正前の伝票は廃棄されていた。赤字伝票が作成されていな

い。

２ 未収金について

（全体の問題点）

納入通知書発行不要先については、規則第36条の過誤納金の還付を類推適用する（金額は０）ことによ

って、当年度中に未収金から削除することが可能かと思われる。

（南部病院）

未収金システム上の差異について

３ 材料費について

（全体の問題点）

⑴ たな卸しの実施及び書類作成は、病院を通して規則に沿った運用が必要である。薬品等のたな卸しや

受払いについての管理事務は規則に沿って行われていないものが多い。そのため、規則に沿った運用を

行う必要がある。

⑵ たな卸しの範囲を統一的に定めることが必要である。

（南部病院）

⑴ 規則第85条のたな卸し表が作成されていない。

⑵ 規則様式45号でのたな卸し表の様式は現在の薬品管理システムから出力できない。システムの見直し、

あるいは規則の改廃が必要である。

⑶ 医薬品のたな卸し表として代替している受払管理システムの出力帳票は、たな卸し書類の用件を満た

していない。

⑷ 規則第88条に基づくたな卸し結果の修正について

⑸ たな卸しの方法について

⑹ 薬品の払出し事務手続について

規則第79条の物品請求伝票が作成されていない。

⑺ 薬品の実数と帳簿（システム）残高との差違について

実数を帳簿（システム）残高と突合し確かめる頻度を高め、可能な限り正確を期す努力が必要である。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

薬事委員会の運営について

＜監査結果に係る措置＞

病院事業局県立病院課

１ 医療費収納に係る事務について

現在は適正に処理を行っており、伝票の破棄は行っていない。

２ 未収金について

（全体の問題点）

指摘のとおり処理している。

（南部病院）

システム上の差異は平成17年度末までに解消している。

３ 材料費について

（全体の問題）

⑴ 沖縄県病院事業財務規則第85条から第88条の規定に基づき、実地たな卸しを行い、規則様式に基づき

書類作成を行う。

⑵ 対象範囲の統一を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに対象範囲の検討を進

めていきたい。

（南部病院）

⑴ 一部病院では作成されているものの、全病院で作成するまでには至っていないことから薬品・診療材

料システム等の見直しや規則様式の改廃を含め、県立病院全体の課題として平成25年度までに作成を図

っていきたい。

⑵ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの見直し及び規則様式の改廃を図っていきたい。

⑶ 県立病院全体の課題として平成25年度までにシステムの改善を図っていきたい。

⑷及び⑹ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに検討していきたい。

⑸ 改善を図る必要があり、県立病院全体の課題として平成25年度までに実施方法等について検討してい

きたい。

⑺ 県立病院全体の課題として実数とシステムとの突合頻度を高め、差異を小さくするよう努力したい。

４ 院内規則の整備と運用について

（南部病院）

規則どおり開催を行った。

－平成16年度包括外部監査報告にかかる分－

＜県立芸術大学について＞

監査結果

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 私立大学及び国立大学と比較しても人件費の割合が71.7パーセントと異常に高いことから、県立看護

大学との統合による職員、教員の削減効果、及び独立行政法人化による人件費の見直しを図るべきであ

る。

⑵ 管理職手当について、本来は管理職という職務に対する手当であるにもかかわらず、本人の給料月額

の何パーセントという支給になっているには不合理である。

２ 建物等の施設管理について

公有財産である県立芸術大学の施設について、専門家のアドバイスを受けながら、継続的、計画的な管

理体制を確立することが急務である。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 工事請負契約について、随意契約について相見積の異議が形骸化しており、金額基準により相見積業

者数を比較させて多くする等自主ルールを設けてコスト意識を持たせるべきである。

⑵ 指名競争入札制度において、競争原理が働いているのか疑問であることから、談合防止のための諸施

策を再度検討する必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部文化振興課

１ 人件費の割合及び各種手当の検討

⑴ 県立芸術大学においては、人件費の適正化の観点から、大学の自主的な取組による非常勤講師の報酬

単価の見直しを行っており、平成23年度からの適用を予定している。

⑵ 県立芸術大学の職員給与は、県の給与制度の中でその見直しが図られているものであるが、管理職手

当については、管理職の職務・職責は端的に反映されるよう、定額制の支給に移行している。

２ 建物等の施設管理について

県立芸術大学においては、平成21年度から技術職の再任用職員を配置している。その専門知識を十分に

活用し、土木建築部等の関係団体とも連携の上、維持・管理のための点検、修繕等を適時、適切に実施し

ている。

３ 工事請負に関する事務執行状況について

⑴ 随意契約できる工事請負費の執行にあたっては、沖縄県財務規則に則って公平公正に実施する中で、

必要に応じて見積もり数を考慮している。

⑵ 委託費の指名競争入札の執行については、談合防止の観点から、一括して行っていた現場説明は廃止

し、仕様書の送付等、書類送付による説明に改めている。

＜重要港湾である中城湾港を中心とする沖縄県港湾・埋立事業の財務に関する事務の執行及び事

業の管理状況について＞

監査結果

賃貸工場の収支状況の検討

賃貸工場の増設の必要性と効果について疑問があり、賃貸工場の増設については事前に十分な需要把握が

必要であり、明確に需要が見込めるまでは当面中止すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

平成21年度事業である素形材産業賃貸工場の整備にあたっては、沖縄県工業連合会を通じ、県内における

金型等の需要調査を行った。

－平成17年度包括外部監査報告にかかる分－

＜高齢者対策事業に関連する事業の管理運営について＞

監査結果

首里厚生園について

１ 収支について

首里厚生園の収支は、直近３年は、毎年赤字決算となっている。

赤字額は、県の一般会計から補填されているが、県の厳しい財政状況下にあって、毎年１億円超の一般

会計からの持ち出しは県財政を圧迫する要因となる。

赤字の大きな要因は、人件費の高さにあることは明かであるが、現行法の下では給与削減ができない。

従って、県の財政軽減の観点からみると、早急な民営化の導入が求められる。

２ 首里厚生園の民営化問題について

⑴ 民営化を推進する際に、まず、職員の公務員としての身分の処遇が問題となるがその対処法は次のよ

うにすべきである。

① 一般事務職等は県職員の一般行政職として配置転換可能である。

② 現業職の処遇方法

一般行政職への転用試験制度を採用する（計画的に推進し、積極的にチャレンジさせる…民営化ま

でに全員受験させる。）転用試験で合格できなかった職員に対しては、県として現業部門の廃職とい

う現実の下で、勧奨退職制度及び諭旨退職制度等の活用、あるいは地方公務員法第28条の降任、免職、

休職等の四の条項を採用して対処する。

⑵ 民営化の時期については、県としても平成21年度を目途に民営化を検討しているようであるが、現況

の財政状況の中で今後（平成18年度以降）平成21年度までの４年間、一般財源から毎年１億４千万円（平

成16年度の持ち出し分）程の持ち出しを続けることは非常に厳しいと言わざるを得ない。試算上黒字化

が予測される中では一年も早く前倒しで民営化を推進すべきである。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１、２について

首里厚生園については、民間の介護サービス事業所が充実し、県立の介護老人福祉施設は設立当初の先導

的役割は終えたことなどを背景として、平成15年３月に策定された「新沖縄県行政改革大綱」の中で県立施

設のあり方が位置づけられ、廃止、民間移譲等について検討されてきた。平成18年３月に策定した「沖縄県

行財政改革プラン」で首里厚生園の民間移譲を決定、民営化の作業が進められた。

首里厚生園に勤務していた寮父母については、①現業職から行政職への職種変更試験による転用、②職種

変更を希望しない者又は能力の実証が得られない者への意向調査等を実施し、本人の意向を踏まえ、他の現

業業務に職種変更することが調整された。平成17年度から平成20年度までの職種変更試験による寮父母の合

格者は19名となっている。

平成19年度に、首里厚生園は平成21年４月を目途に民間移譲するとの方針を決定し、当該方針に基づき、

譲渡に係る課題の解決、議会手続き、譲渡先法人の公募、選定等を進め、譲渡先法人とのスムーズな運営引

継ぎに向けた作業を行なってきた。

その後、首里厚生園は、公募により選定された民間の社会福祉法人へ平成21年４月に譲渡、民営化された。

監査意見

いきいきふれあい財団の人員配置について

専門的ノウハウの蓄積による業務の効率化という観点から、プロパー職員を採用するように人事政策を改

める必要があると考えられる。また、プロパー職員に業務が集中するという問題も、プロパー職員の新規採

用によって緩和されていくと考えられる。同財団は平成18年度より県社協に統合される予定であるため、統

合にあたってこの問題を十分に検討し、統合後の組織体制の構築に反映させることが必要と考える。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県社会福祉協議会と統合したことにより協議会職員の活用ができるようになった。しかしながら、プ

ロパー職員の新規採用については、その必要性は認められるものの財政的な負担が大きいため臨任職員で対

応している状況である。

統合により、法人管理にかかる業務が集約され、「いきいき長寿センター」の高齢者施策にかかる執行体

制は向上したと考えている。

監査結果

いきいきふれあい財団と沖縄県社会福祉協議会との統合について

統合には多くのメリットがあるが、デメリットとして財団の高齢者福祉政策が埋没してしまう危険性があ

る。このデメリットを克服するために、旧財団の機能は１つの独立した部署として設置することが必要と考

えられる。

＜監査結果に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

統合後、旧財団は沖縄県社会福祉協議会内の独立した部署、「いきいき長寿センター（旧財団事業課）」

及び「高齢者総合相談センター（旧財団総合相談課）」として組織された。（「高齢者総合相談センター」は

平成20年度をもって廃止された。）

監査意見

財団法人沖縄県老人クラブ連合会

現状では、公共性、財団性という理論的・理念的な問題点のほかに、会員数の低下という現実的・実践的

な問題点がある。これらの解消のための一案として、中間法人の新設や、会員制を廃し、誰でも研修や行事

等に参加できる制度へ移行が必要と考える。会費に代わる収入源は、寄付金を募ること等で賄えるはずであ

る。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

沖縄県老人クラブ連合会においては、組織財政検討委員会を立ち上げ、今後の組織のあり方や自主財源の

強化にかかる検討を行っているが、なかなか奏功していない。現法人としての存続等については、公益法人

制度改革の趣旨や、団体内部での十分な検討を踏まえ、対応を考えていくこととしている。

－平成18年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県男女共同参画センター＞

監査結果

１ 施設利用について

施設の利用状況向上はもちろん図らなければならない。

しかし、問題となるのは利用の中身であり、設置目的達成のためにどれだけ有効かつ効率的に利用され

ているかについて、実態を把握し公表する工夫が求められる。

２ リスクのある金融商品の取得について

この商品は期間30年という超長期で設計されており、財団の今後の運営状況等を考慮した場合、このよ

うな長期の債権を保有することにメリットがあるのかどうか、あるとすればどの程度のメリットがあるの

か充分に検討されていない。また、期間30年のものを取得後数年で解約したときのリスク等の把握もなさ

れていない。証券会社等から充分な説明を受け、事前にどの程度のリスクが発生するのか、発生するとす

れば額はいくらになるのか検討しておく必要がある。

３ 随意契約の妥当性

安易に随意契約によることなく、原則としてすべての契約につき入札を実施し、競争原理を働かせた上

で、効率的な業務運営を目指すべきである。

また、指名競争入札の指名業者選定方法が明確に文書等に定められておらず、選定過程を示す資料を閲

覧したが分かりにくいものであった。入札の効果をより高め、入札手続を透明にするためにも、指名業者

選定方法も含めて文書化すべきである。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

しかし、県派遣職員人件費相当額が補助金、委託金の中に実質的に含まれており、しかも財団で支給さ

れる人件費が財団での業務内容等を勘案したものでなく、県での給与相当額がそのまま100パーセント支

払われている現状では、実質的には、県派遣職員の給与を県が支給していることと同じであるから、派遣

法の趣旨を勘案し、財団を経由しないで直接支給できる場合は直接派遣職員に対して支給すべきである。

また、委託料として給与相当額を県が負担する場合は、消費税が加算されるので、負担が増す結果とな

り不当である。

５ 施設の設置目的と利用について

施設の設置目的が、女性の地位向上と男女共同参画社会の形成促進にあるとすれば、本来は、施設の利

用もこのような設置目的に沿ったものでなければならない。しかし、利用状況を検討してみると、設置目

的に沿った利用かどうか明確でない状況も見られた。

上述したように、利用率が極めて高いフィットネスルームが、どれだけ設置目的達成に寄与しているの

か明確でない。これに関連して、指定管理者からの利用料金承認申請を受け県が承認した利用料金には、

従来の条例にはなかった施設利用者が入場料を徴収する場合の利用料金も新たに設定されている。

設置目的達成のための施設利用は公益目的に限定されるべきであると考えるが、利用者が入場料を徴収

する場合というのは、利用者にとって営利行為に当たらないのかどうかが問題となる。

県所管課（男女共同参画課）から入手した「沖縄県女性総合センター使用許可受付等留意事項」（平成

12年４月１日）では、原則として、営利を目的とする利用はできないことになっており、⑴ア「収支予算

書により、収益性が高いもの」、イ「会社等の事業の一つとなっているもの」などの条件がついているも

のの、規定が曖昧である。設置条例との関連も含め利用を制限する場合を明確にすべきである。

＜監査結果に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

１ 施設利用について

沖縄県男女共同参画センターのホームページから利用の予約状況が確認できるようにした。また、利用

団体ごとの利用実態は、おきなわ女性財団の業務概要の冊子で公表している。

２ リスクのある金融商品の取得について

当財団の事業は主に県からの管理運営補助金と啓発事業に伴う委託料で賄っている状況であり、財団独

自の自主事業を計画するための財源が乏しく、自主財源の確保が課題であった。

そのことから、自主財源の確保に向け充分検討を重ね今後の財団の運営等を考慮し長期で設計されてい

る債権を購入したものである。健全な運用を第一に、元本保証の外国債を購入しており、財団法人おきな

わ女性財団基本財産管理基準（平成16年５月26日施行）に基づき運用している。今後、基本財産の運用に

あたっては、リスクの発生しない債権を購入するなど、健全な運用に努めたい。

３ 随意契約の妥当性

現在、三重城合同庁舎全体に関わる委託に関しては、毎年入札を行っている。

ホール舞台関連に関しては、設置メーカー独自の機器及び部品も扱っているため、他社での点検による

業務委託では、最終的に他社メーカーの機器及び部品等は保証ができないという理由があることから、設

置業者による保守点検を随意契約で行っている。

４ 県派遣職員の人件費支給方法について

県から財団への職員の派遣は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び沖縄県

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき行われている。財団における派遣職員の給与は財団

法人おきなわ女性財団の役員及び職員の給与及び旅費に関する規程により、沖縄県職員の給与に関する条

例に準ずると定められている。

平成23年度から、県派遣職員の給与は、同条例の規定に基づき県から直接支給するもの以外の諸手当等

については財団が負担して支給することとなっている。

５ 施設の設置目的と利用について

平成18年度からは「沖縄県男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、当財団が指

定管理者となり、施設利用の許可については、「正当な理由がない限り、施設利用を拒むことはできない。」

とあるほか、「施設を利用することについて、特定な個人や団体等に対して有利あるいは不利になるよう

な不当な差別的な取り扱いをしないこと」となっており、これらを踏まえ、財団においては、利用者が公

平に施設を利用できるよう周知を図っているところである。平成21年度から当該センターの指定管理者は、

沖縄県男女共同参画センター管理運営団体であり、当財団はその一構成員である。

また、平成18年度の指定管理制度を導入した際、利用料金設定の見直しを行い、適切に対応している。

監査意見

センターの今後の管理運営のあり方について

貸し館に相当する業務は民間に委ね、財団自身は本来の男女共同参画推進事業に特化する方向で検討する

ほうが、施設利用の公益性確保や効率的な利用の面でむしろ財団の存在意義、役割分担が明確になるのでは

ないかと考える。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

財団法人おきなわ女性財団

当財団としては、設立目的の推進と財団経営を念頭に置きながら、株式会社エーシーオー沖縄と共同で管

理運営団体を組織して同センターの指定管理者に応募し、指定管理者として施設管理を行っている。男女共

同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設である同センターを管理することは、男女共同参画事業の効果的、

効率的な推進に必要であると考える。

また、当財団としては、県から別途男女共同参画センター事業を受託し、基金運用収益等を利用した自主

事業を実施している。

＜公の施設の管理及び施設管理者との取引等＞

監査結果

沖縄県は公金を財源として外郭団体である沖縄観光コンベンションビューローに受託事業あるいは補助事

業を行なわせている以上、執行結果について形式的な検証を行なうにとどまらず、実態を検証するところま

で監査を踏み込んで行なうべきである。

＜監査結果に係る措置＞

観光商工部観光企画課

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県観光コンベンションビューローに対しては、補助金や委託金の執行手続きで定められた報告書

の検査のほか、毎年度必要に応じて実地調査を行なう等の措置を講じている。

－平成20年度包括外部監査報告にかかる分－

＜離島航路補助金について＞

監査意見

経営改善を求める趣旨は、各事業者の自助努力を促し、結果的には補助金の削減を図ろうとするものであ

るから、実効性あるものにする必要がある。計画の履行状況が思わしくない航路業者には、経営の専門家を

派遣するなど県の支援も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画は、航路補助を受けるための要件として、その作成及び進捗状況報告を事業者に義務

付けており、経営改善を促す効果はある。

なお、離島航路事業者の経営環境は悪化していることから、事業者の経営改善を図る新たな取組として、

財務会計専門家による経営診断、航路改善計画の策定等を行う航路改善協議会が、国により設置されたとこ

ろである。（平成21年度は粟国～泊航路、船浮～白浜～網取航路、平成22年度は久米島～渡名喜～泊航路、

伊平屋、伊是名航路が開催され、以下、平成25年まで順次設置予定）

航路改善協議会では、国、県、市町村、航路事業者、利用者、地域経済界等の合意のもとに、具体的な経

営診断、航路改善計画等に基づき航路運営合理化の取組を進めていくことから、より実効性が期待できる。

今後とも関係機関と連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

監査意見

標準化の根拠は国に確認しておくべきではないかと思われる。また、このような標準化の考え方も、上述

した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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した国の「中間報告」では、引き続き堅持するものとされているが、地域によりさまざま状況が異なるのに、

全国一律の方式を探ることは理解し難い。県としてもこの点については強く国に求めていく必要があると思

われる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

標準欠損額は、全国の航路事業者の平均賃率や経費の平均単価等を用いて算出しており、これらは毎年確

認している。また、平成21年６月、政府に対し、標準単価、船員数、標準賃率等の数値やこれらを用いた各

種収入や費用の算出方法を、赤字の離島航路も含む数値とするなど、離島航路の実態や運航形態に応じたも

のへの見直すよう、九州地方知事会を通して要望を行なったところである。

さらに、平成21年７月に国の要綱が改正され、補助対象航路を含む全国の離島航路のデータにより標準欠

損額を算出することとなった。

監査意見

離島航路損益計算書には店費（てんぴ）という一般には聞き慣れない科目があるが、これは、一般の企業

会計でいう一般管理費のような性格の科目であり、当該航路事業特別会計で処理される伊是名村の職員の人

件費等管理費が含まれている。結果として、県の補助金が村職員の退職金の原資になっていると言え、村と

してもより一層の経営合理化が強く求められる。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

欠損額の算定においては、離島航路事業に従事する職員の給料、手当、保険料、退職手当等が運航経費と

して認められており、離島航路の維持確保のために必要なものと考えている。また、店費については、県独

自のチェックリストにより監査を行っている。

また、伊是名航路においても平成22年に航路改善協議会が開催されたところであり、今後とも関係機関と

連携して航路事業者の経営改善に取り組んでいく。

＜運輸振興助成補助金について＞

監査意見

全国及び地方のバス協会、トラック協会とも国ＯＢの天下りがある団体である。さらに、沖縄県トラック

協会へも沖縄総合事務局からの天下りが行われている。また、バス協会、トラック協会では、それぞれ県か

らの補助金の２割、２割５分が、同協会の上部団体である全国団体に出捐されている。また、この補助金は、

「交付金特別会計基金運営要綱」に基づき、県トラック協会への建物取得に充てられている。しかし、そも

そも、この団体のみ特別に補助することに意味があるとは思えない。県民の税金が、バス協会、トラック協

会の全国団体へ出捐されていることや、同協会の建物取得に充てられていること自体、公平性に欠けると言

わざるを得ない。また、補助の根拠も当時の自治事務次官及び運輸省自動車局長通達に基づき実施しており、

法律で定められたものでもない。暫定税率の問題は今後のこともあり未定であるが、このような補助金は廃

止すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

出捐金は、社団法人全国トラック協会が、全国単位において実施しなければ効果を発揮し得ない事業のた

め活用されるものであり、主な事業として、適正化事業（適正化指導員による巡回指導、街頭パトロールや

安全運転講習会、労働セミナーの開催などの実施に対する助成）、環境対策（低公害車（ハイブリット車）

導入促進事業実施に対する助成、ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）機器導入促進事業実施に対する助成）、

近代化基金運営事業（利子補給事業）などがあり、本県のトラック協会には、これらの事業を実施するため

の助成金が全国トラック協会から交付されている。

「九州沖縄トラック研修会館」は、旧会館の老朽化が激しいことから、トラック協会は、建設資金の充当

のため、「交付金特別会計基金運営要綱」を定めて、建設を計画し、特別基金を造成してきた。同会館は、

運転者、運行管理者、整備管理者その他の従業員に対する交通安全対策、環境対策、経営改善対策及びその

他の研修の実施を目的としており、これらの事業の実施により、会員の資質の向上のみならず、交通安全、

環境保全等運輸サービスの向上が図られている。

平成23年度税制改正大綱において、軽油引取税の税率を当分の間継続するにあたり、これと一体と措置で

ある営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含

め、継続するとされ、交付金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交付を確保するた

め、法整備を受け所要の措置を講じると閣議決定された。

県においては、国の動向等を踏まえつつ、事業目的に沿った、より効果的な事業の実施のために、改善し

ていきたい。

＜航空機購入費補助金＞

監査意見

５か年計画作成は、補助事業者の自助努力を促すことにより、結果として補助金の削減を図ろうとするた

めであり、制度の実効性を高めるためにも、今一度重要性を再認識するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部交通政策課

経営改善５か年計画の作成については、事業者の事業計画にしっかり反映し収支の改善が図れるよう、提

出にあたり事業者のヒアリングを実施している。平成18年度から、久米島路線の搭乗率の低いＪＴＡ便（15

0名乗り機材）をＲＡＣ便（39名乗り機材）に振替える等により収支の改善を図っている。平成21年度に提

出のあった計画により、さらに久米島路線の夏場の搭乗実績の悪いＪＴＡ便をＲＡＣ便に振替え、収支の改

善を図っている。

＜石油製品輸送等補助金について＞

監査意見

輸送費減額分が離島業者の過度な利益になっていないかなどの検証は担当課では行っていないが、そのよ

うな観点での検証も必要であろう。

＜監査意見に係る措置＞

企画部地域・離島課

県では、補助金の算定において、県が算定した補助単価と事業者が実際に負担した輸送経費を比較し、低

い方を補助金額としており、当該補助金が目的以外に流用されていることは考えられない。

類似県である長崎県や鹿児島県の離島のガソリン小売価格と本県の離島のガソリン小売価格を比較した場

合、本島離島の小売価格が安く、また、本島と離島間の価格の格差も両県より小さくなっており、補助事業

の効果が発現し、適正な価格水準になっていると考えている。

また、離島のガソリン価格が本島より高くなっている要因は、離島の市場規模や事業者数、貯蔵施設等の

設備投資や維持管理に経費がかかること等、事業者の経営環境によるものであると考えている。

今後とも、事業の趣旨の周知を図り、また、小売価格の動向を確認する等、適正な事業執行に努めていく。

＜沖縄県亜熱帯学術研究等振興費補助金について＞

監査意見

人件費については、確かに、県職員が出向することで、各研究機関との連携が円滑に進むということも考

えられ、財団法人沖縄科学技術振興センターに県職員を出向させる意義は認められる。しかし、職員を派遣

することと、当該職員の給与分を補助するかは別問題であり、県出向職員が派遣されたからといって、補助

金支出の目的を達成するために、県が給与を支給する必然性は全くない。財団の活動成果が県民の利益にな

るのであれば、むしろ、県派遣職員以外の職員の給与分まで補助金を支出するということも考えられるとこ

ろ、県職員分の給与を支給するということの合理性について、より一層の検討が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

県は、平成21年12月に当財団と協議を行い、職員人件費の縮減等を図るため、県派遣職員を平成22年度に

は６名から５名へ、平成25年度には５名から４名へ減らす計画を策定した。

また、派遣職員の給与については、平成22年10月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律」第６条第２項に基づき「沖縄県公益法人等への職員の派遣等に関する条例」第４条により、平成23

年度以降は県の人件費として直接支給する対応方針が出された。なお、県が直接支給できる給料等を除く部

分については、派遣先団体が支給するものとしている。

この方針により、財団法人沖縄科学技術振興センターの派遣職員の給与については、平成23年度以降は県

からの直接支給となり、当該補助金からの支出がなくなる。

監査意見

限られた財源の中で補助金を支出する以上、予算の都合に配慮せざるを得ないのは当然としても、財団の

活動実績、事業の収支、経済的効果等をより丁寧に吟味し、費用対効果の視点で補助対象事業、補助金額を

決めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

費用対効果の視点で補助対象事業や補助金額を決める場合、「効果」の指標の設定が重要な課題である。

活動実績、事業の収支、経済効果等が指標として想定されるが、どの指標をどう数値化するかについては慎

重な検討が必要であると考える。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行っていることから、その中で補助対象事業、補助金額の決定方法についても検討を行うこととしてい

る。

監査意見

本件補助金がなくとも財団の自助努力により事業運営していくことが可能ではないか、検討すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

企画部科学技術振興課

財団法人沖縄科学技術振興センター

県は、当財団の自立を促すために、平成22年度には県派遣職員を１名引き揚げ、平成25年度には県派遣常

勤役員を廃止する計画を策定している。

県としては、当財団において新公益法人制度における法人への移行に向けて今後の財団運営のあり方の検

討を行なっていることから、その中で当財団の自立に向けた検討を行うこととしている。

＜独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について＞

監査意見

一律に補給（補助）するのではなく、経営実態を踏まえて補助する方法が望ましい。限度額を引き上げた

場合であっても、財務内容等経営内容も検討して補助すべきである。例えば、純資産の観点で言えば、自己

資本比率がいくらを超えたら補助しないとか、利子控除後（補助金は含まない実績）収支がプラスの場合に

は補助しないなどの基準を設けることも考えられる。また、補助率についても、支払金利に対して一律３分

の２が妥当かどうか。他の部署、県全体の利子補給金制度のあり方も踏まえ検討するべきある。また、補助

金申請時に収支内訳書等を提出させているが、経営の実体面に踏み込んで検討していない。既述したように

経営の実体面を考慮して補助する仕組みにすべきである。また、現在、借入金の条件変更等があった場合も

補助基準が定められていないが、経営悪化時やその他の理由で条件変更があった場合も当初の基準をそのま

ま適用するのではなく、予め取り扱いを定めておくべきである。なお、補給対象額そのものは機構からの支

払証（領収書等）の添付を求め、支払の事実を確かめた上で決定している 。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金について、平成21年度には、下記により補助金交付要件の限

度額の引き上げと補助率縮小の改正を行い、平成22年度には、法人の経営状態を踏まえ、経営状態が比較的

に安定している入所定員31名以上の特別養護老人ホ－ムを経営する社会福祉法人を交付対象者から除外し、

交付対象の縮小を図った。

※平成21年度改正内容

交付要件：利子年額10万円超→利子年額30万円超

補助率 ：利子額の３分の２→利子額の５分の３

対象法人：23法人

※平成22年度改正内容

交付対象：入所定員31名以上の特別養護老人ホームを経営する社会福祉福祉法人以外の社会福祉法人

対象法人：８法人

＜地域福祉基金補助金について＞

監査意見

１ 補助実施形態を変更したにもかかわらず、沖縄県地域福祉基金事業補助金交付規程（以下「規程」とい

う。）の見直しを行っていなかったため、現行の規程上は、各種民間福祉団体が行う事業に対し県が直接

補助できることとなっており、実態にそぐわない状況となっている。現行の規程によれば、著しく業務に

支障を来たすなどの不都合があれば、実態に沿うような見直しも必要であろう。

２ 補助率について、規程第３条によると、補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費の合計

額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率５分の４を乗じて算出することとなっている。例外と

して知事が特に必要と認めるときは、補助率を５分の５までの範囲で変更することができることとなって

いる。しかし、過去の事業実績を確認すると、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会いきいき長寿センター

として実施している事業に関しては、ほとんどが５分の５の割合で補助金が交付されていた。財政の厳し

い中、いきいき長寿センターだけなぜ常時例外的な取扱いが行われているのか、県からは明確な回答は得

られなかった。民間福祉団体への助成事業と取り扱いに差異を設けることのないよう、今一度、規程にの

っとり、県社協との摺り合わせが必要であると思われる。

＜監査意見に係る措置＞

福祉保健部高齢者福祉介護課

１ 本補助事業は、高齢者等の在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、社会参加の促進やボランティア活

動等の民間福祉活動の活発化を図るため沖縄県地域福祉基金の運用益を活用し実施するものであり、当初

は、県において社会福祉法人等の福祉活動を行う団体へ補助を実施していたが、その後、社会福祉法人沖

縄県社会福祉協議会いきいき長寿センターが行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活

動への助成事業について補助の対象としている。

規程第９条に基づく県への実績報告については、補助事業の実施主体である県社協の事業完了時又は補

助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の４月10日のいずれか早い期日までに行うことを求めている。

２ 本補助事業は、県社協が行う高齢者の健康・生きがいづくり等の事業及び民間福祉活動への助成事業に

ついて補助の対象としている。対象事業のうち民間福祉活動への助成事業については、県社協の助成業務

規程で、１件当たりの助成額は対象事業費の75パーセント以内の額とされている（ただし、特に必要があ

ると認めるときは100パーセントの助成可）ことから、一義的には事業実施主体の判断するところである。

県社協は、地域福祉の推進を目的に社会福祉法に基づき設立され、市町村社協等とのネットワークや専

門性を活かした事業を県と協同して実施しており、また、県社協が実施する補助対象事業は、沖縄県高齢

者保健福祉計画に基づく施策・事業を推進する上で重要なものであり、高齢者等の福祉の向上に大きく寄

与していると判断して規程第３条ただし書を適用している。

＜ハワイ沖縄プラザ建設補助事業＞

監査意見

１ 本件補助金については、交付要綱が存在しない。期間限定の補助金交付であっても補助金交付の適正

性を担保するため、交付要綱を定めるべきである。

２ 証憑等による経費等の確認を行っておらず、実績報告が十分なものとは言い難い。

連合会がどのような活動を行っているのか、その事業内容を詳細に書面で確認し、併せて本件補助事

業の進捗状況などについても随時検証すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部交流推進課

１ 今後同様な場合交付要綱を定める予定としており、平成22年度に他事業にて実施済である。

２ 実績報告の検証は、証憑による経費確認等を実施している。

また、連合会における活動状況及び事業内容についても書面で確認しており、本件補助事業と併せて今

後も随時確認、検証する予定である。

＜沖縄県小規模事業経営支援事業費補助金＞

監査意見

しかし、すでに県単独事業になっているのであるから、国庫補助事業であった際の単価を基準とする必要

はない。また、人件費単価についても、中小企業庁が総務省に提示する単価による必要性はなく、沖縄県の

実情（県内の民間給与水準など）にあった単価とするべきである。

地方自治法第２条第14項の規定によるまでもなく、自治体は、最少の経費で最大の効果を挙げることが義

務付けられているわけであるから、沖縄県の実情にあった単価で積算することに改め、補助費用を最小限度

に抑える必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成22年度には、沖縄県人事委員会勧告に基づき、賞与の補助単価を削減した。

また、事業費についても、国庫補助事業当時からの事業の見直しを行った結果、一部事業の廃止を実施し

た。（小規模企業振興委員会活動費、大都市対策特別施策普及振興事業費）

＜沖縄県組織化指導費補助金＞

監査意見

県は、従来からある事業だからと言って、そのまま継続するのではなく、すでに県単事業となっているの

であるから、その必要性、有効性の観点から見直しを進めるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部経営金融課

平成21年度に事業効果測定の必要性および有効性の観点から、沖縄県中小企業団体中央会が行う事業に対

するニーズ調査を実施し、事業効果の精査を行った。

その結果を受け、平成22年度よりパソコン教室の常設の廃止、研修会数の減、受講人数の減等に伴う経費

節減等を含め約7,333千円削減した。

今後も、当該補助事業のあり方について事業者の視点から事業内容を精査し、事業規模の適正化と業務の

効率化を図りつつ、支援サービスの質の向上により利用者の満足度を高め、会員増及び会費収入の増額を図

ることで中央会の自主財源率を高めていきたい。

－平成21年度包括外部監査報告にかかる分－

＜沖縄県平和祈念資料館＞

監査結果

情報ライブラリーの有効活用策を考える必要がある。

＜監査結果に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

ライブラリー活用策の一つとして、ライブラリー入口に立ち読みコーナーを作った。また、館内に「情報

ライブラリー活性化プロジェクト委員会」を立ち上げ、来館者への案内サインの掲示、ライブラリーでの企

画展の開催等、種々の有効活用策を検討中である。

監査意見

１ 運営協議会を原則公開していることは意義深く、評価できるが、更なる情報開示が望ましい。

２ 県民への取組を積極的に行う必要がある。

３ 戦争体験証言の聞き取りや編集について、その方針や方法を明らかにする必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

沖縄県平和祈念資料館

１ 平成22年度第１回運営協議会は、県のホームページで会議開催を公表し、公開して開催した。

また、会議結果を県のホームページ、資料館ホームページ、県行政センター（紙文書）で公開した。

今後も会議開催、結果を積極的に公表していく。

２ 県政広報誌（美ら島沖縄）、県広報テレビ番組（うまんちゅひろば）、ＮＨＫラジオ（ふるさとラジオ）、

資料館ホームページへの登載、県内新聞社、旅行雑誌への情報提供、観光関連業者へのリーフレットの送

付、企画展のポスター配付等、色々な媒体、機会を利用して、県民へ資料館の事業を周知している。

３ 「県民個々の戦争体験を結集する」という設立理念に基づき、個々人の戦争体験の特徴がでるよう、聞

き取り調査を実施している。

年度ごとに収集の地域を定め、当該遺族会や市町村史の編集者などの情報を総括し、当時の年齢、所属、

記憶の確実性などを総合的に勘案し、証言者を絞り込んで、収録を実施している。

これらの方針等を当館『年報』に掲載するとともにホームページで公開する。

＜平和の礎＞

監査意見

モニタリング制度を活用した指定管理者制度のチェック態勢構築及びディスクロージャーを推進する必要

がある。

＜監査意見に係る措置＞

文化環境部平和・男女共同参画課

所管課においては、指定管理者より提出を受ける月報等の定期報告に加え、平成21年度より、実際に施設

へ赴き現地モニタリングを実施することにより、指定管理者による施設の管理運営状況を確認している。

また、指定管理者制度運用委員会において、現地モニタリングの実施状況及び実施結果について議論し、

承諾を受けることで、外部チェック態勢を確保している。

現地モニタリングの結果を記入した「平和の礎指定管理モニタリングシート」及び指定管理者制度運用委

員会において出された意見は、県行政改革推進課ホームページにおいて公表し、情報公開を行っているほか、

参考意見等を指定管理者へ提供することで情報共有を図り、よりよい施設管理を目指している。

＜沖縄県立農業大学校＞

監査結果

１ 設置目的及び基本方針にある農業経営者やリーダー育成のためには現状の教育内容では不十分であると

考えられるため、教育内容の見直しが必要である。

２ 農業大学校と農業改良普及センターの主要業務に重複が多いため、両機関の機能のあり方を含め調整が

必要である。

３ 教育施設である体育館の位置づけの見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した改革プランに基づき教育カリキュラムを改正し、農業経営者

の育成に必要な科目設定を実施した。

特に、経営感覚に優れた農業経営者の育成のため、「農業簿記」、「農業経営分析・設計」などの専門科

目や、就農計画の作成演習を行う「農業計画」の科目により、講義内容の充実化に努めている。

また、本校教育の特色である「農業経営プロジェクト学習」は、学生による農業経営シミュレーション

として、せり市場の動向や消費者の購買行動を考慮した農産物の生産から販売、収益性の分析までを実施

している。

今後、農産物のマーケティングや財務管理など教育内容の強化を図るため、卒業生や関係機関からの意

見を踏まえ、教育カリキュラムの見直しを検討する。

２ 県立農業大学校は、就農を希望する学生を対象に、専門的な栽培技術及び経営技術の習得を図る実践的

な「教育機関」となっている。

また、各地域の農業改良普及センターは、就農している者に対して、巡回指導や講習会、実証ほ場の設

置などを通じた新技術の普及などを実施する「指導機関」となっている。

このようなことから、指導対象や教育・指導方法の異なる両機関の機能統合は難しいが、農業改良普及

センターとの連携を強化し、農業大学校卒業生の円滑な就農定着に努める。

３ 農業大学校の体育館は、体育の授業のみならず放課後のサークル活動や各種イベント、式典行事など「多

目的施設」として活用している。また、地域住民のレクレーション活動など、施設を一部開放していると

ころであるが、本校学生以外の利用者は少ない状況にある。

今後、施設の運用方法については、地元名護市や地域住民などの要望・意見を踏まえて、より効果的な

活用方法を検討する。

監査意見

１ 設置目的・基本方針を重要視した改革プランのさらなる取組が必要である。

２ 教授陣及び指導者のノウハウ蓄積が必要である。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部営農支援課

１ 県立農業大学校では、平成18年に策定した「農業大学校改革プラン」の取組みにより、一定の成果を挙

げている。

当改革プランでは、

⑴ 養成部門１年課程(短期養成科)の新設

⑵ カリキュラムの見直し(全授業数に占める実習時間の拡充）

⑶ 入学対象年齢の引き上げ（35歳→60歳）

⑷ 一般県民を対象とした夜間講座の開設

などを実施し、就農率も平成17年の32パーセントから平成21年には61.5パーセントに向上している。

今後とも、農業大学校の設置目的及び教育方針に基づき、次代の農業を担う経営感覚に優れた農業後継

者の育成及び地域の農業振興を先導するリーダーの養成など、県民ニーズに即した実践的な研修教育の強

化に努める。

２ 農業大学校の教授陣及び指導者は、他の部署に比べ比較的長いローテーションにより配置され、学生に

対する効果的な教育・指導を行っている。

今後とも、指導者の人材育成を円滑に推進する観点から、部内調整を行う。

＜沖縄県平和創造の森公園＞

監査意見

１ 必要な修繕を行い施設の適切な維持管理に努めるべきである。

２ 老朽化した遊具の撤去費用など大規模修繕の財源に不安があり、本施設の規模を現状のままとするかあ

るいは一部縮小するかについて、本施設の存在意義を踏まえたうえで県民を交え広く議論すべきである。

＜監査意見に係る措置＞

農林水産部森林緑地課

１ 施設の修繕については、基本協定書に基づき、小規模修繕は指定管理者で処置し、大規模修繕は県が費

用を措置することとなっている。

今回、意見のあった小規模修繕については、県が指定管理者に対し指導を行い、適切に改善が図られて

いる。

大規模修繕については、今年度、遊具を含め下記業務について予算を措置しており、年度内に改修する

こととしている。

⑴ 施設東側の門扉のアルミ台車引き戸の修繕

⑵ 転落防止柵の修繕

⑶ 曝気ブロワー（廃水処理で、有機汚濁物質を分解する微生物の働きを促す機器）の撤去・設置

２ 公園施設の適正規模については、当公園が全国植樹祭の開催跡地であることや、中南部地域の緑化推進

の拠点であること等の設置目的を踏まえ、縮小ではなく、公園利用者の増加に向けて、その活性化を検討

したところである。今後は、指定管理者を含め協議し、活性化に向け取り組んでいく。

＜沖縄県立職業能力開発校＞

監査意見

１ 訓練内容を長期的視野で根本的に見直すべきである。

２ 建物等の大修繕・改築等を考慮した施設整備計画を策定すべきである。

３ 長期的視野で、事業の縮小と２校体制の見直し、さらに民間への委譲の検討を行うべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部雇用労政課

１　県では平成22年８月に、平成22年度から５か年間の第２次沖縄県立職業能力開発校再編整備計画（以下

「再編整備計画」という。）を策定したところである。同計画においては、社会ニーズの変化に的確に対

応するため、訓練科目及び規模の見直しなどに取り組むこととしている。また、必要性は高いが民間実施

が困難な訓練は県が実施し、民間で可能な科目は民間委託することなどを定めた。

２ 再編整備計画においては、施設整備に関する年次計画を策定の上、耐震化構造への改修等も含め、施設

の改修・改築を進めることとしている。

３ 再編整備計画においては、県立職業能力開発校における施設内及び委託訓練の応募状況、修了生の就職

率等を総合的に勘案し、現在の訓練定員の規模を維持する必要があると判断されるため、現行の２校体制

を維持することとなっている。

また、民間への委譲の検討については、同計画において、平成23年度中に指定管理者制度についての検

討を行うこととなっている。

＜沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター＞

監査意見

指定管理者制度導入後に入居用研究室の入居率が向上した点は評価できる。ただし、全研究室が入居して

いる現状において、特定の者に限らず広く利用されることを想定している公の施設としての性質上、新たな

入居希望者が現れた際にはこの者を一定程度配慮するような入居者選考基準を設けるべきである。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部新産業振興課

これまで、新規入居希望者及び更新対象入居者の入居審査については、入居者選考委員会において一括し

て行っていたが、平成22年度より両者を区分して審査を行うこととした。

また、新規入居希望者については従来の審査基準を適用しているが、更新対象企業に対しては、平成22年

５月に入居者選考要領の一部改正を行い、新たに審査基準を追加し、研究の進捗状況や今後の研究の具体的

内容等について明示させた上で審査を行っている。

＜沖縄自由貿易地域＞

監査意見

１ 償還金完済後の事業のあり方について、今から検討をはじめるべきである。

２ 沖縄県自由貿易地域那覇地区の事業のあり方については、情報を広く沖縄県民に提供して、管理のあり

方や存廃については、幅広く、かつ公平な論議がなされる必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

観光商工部企業立地推進課

１ 那覇空港に隣接する用地のうち、産業用に供されるものは沖縄県自由貿易地域那覇地区の2.7ha程度で

ある。しかしながら平成21年10月、全日本空輸株式会社による国際コンテナターミナル運営事業がスター

トし、那覇空港の国際物流拠点形成に向けた取組が始まる等、周辺の物流環境が大きく変化している。今

後はそうした新たな動きを踏まえ、同地区のあり方について検討していく。

２ 沖縄自由貿易地域那覇地区については、現行法の期限をむかえる平成23年度末までに現行制度を検討す

るとともに、特別自由貿易地域の管理機構制度を本地区に適用させるなど、管理手法もセットで検討して

いく。検討手法については、パブリックコメント等を用意している。

＜平和祈念公園＞

監査意見

１ 平和祈念公園内施設等との一体的管理の必要性を評価し、平和祈念公園の管理に関し、非公募による指

定管理を検討する必要がある。

２ 自主事業強化による利用者ニーズへの対応力向上が求められる。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部都市計画・モノレール課

１ 「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」第４の１の⑴の公募の例外として、隣接又は併設され

る施設の指定管理者と同一の者を指定することで、利用者サービスの向上など効率的、効果的な運営が見

込まれる場合に該当するものと考えられるが、公募を行わないことに相当の理由があるかを含めて、非公

募による指定管理の妥当性について、引き続き検討するとともに、関係課と調整していく。

２ 月の友苑を再整備し、老朽化した売店の建て替え、休憩所の併設など来園者の利便性向上を図っている。

また、公園利用者へのサービス向上を図るため、従来から実施している車椅子・ベビーカーの無料貸し

出しに加え、沖縄県平和祈念資料館友の会（ボランティア団体）と連携した案内・ガイド業務の充実やレ

ンタサイクルの導入についても財団法人沖縄県平和祈念財団と調整しながら検討していく。

＜宜野湾港マリーナ＞

監査意見

１ 施設の存在意義・公益性についてあらためて検討する必要がある。

２ 施設固有の特質に応じた料金制度を検討する必要がある。

３ 旧管理棟の有効利用を検討するべきである。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 港湾課としては、以下のとおり高い公共性を有しているものと考えている。

⑴ 県民の海洋性レクリエーション拠点、教育の場としての公共性

宜野湾港マリーナは、「広く国民に開かれた低廉な利用料金の施設を提供する」公共マリーナネット

ワークの拠点施設として整備されており、県民が気軽に海洋性レクリエーションに親しめる場として、

また、児童･生徒や学生等によるヨット訓練の場として教育的利用がなされている。

⑵ 観光リゾート拠点としての役割

平成21年度観光統計実態調査（県観光商工部）において、観光客が体験した活動の中で最も印象に残

った活動として、海水浴・マリンレジャーが49.6パーセントと突出しており、ついでダイビングが19.5

パーセントとなっており、海洋性レクリエーションが沖縄観光の最大の魅力となっていることがわかる。

宜野湾港マリーナは、このような沖縄の魅力をさらに充実させ、観光・リゾート産業の活性化を図る

ため、政策的に整備された公共マリーナであり、現在もその役割を果たしていると考える。

また、知事の選挙公約に「世界規模の海洋性リゾート拠点の整備を目指して、景観や自然環境に配慮

したヨットハーバー機能を本島と各離島に整備します」とあり、沖縄観光のさらなる飛躍へ向けて公共

マリーナとして宜野湾港の果たす役割は大きいと考える。

⑶ 防災拠点としての公共性

宜野湾港は、地方港湾の一つとして、沖縄県の緊急輸送道路ネットワーク計画の防災拠点施設として

位置づけられており、災害時には救急物資等の備蓄拠点又は集積拠点としての役割を担う。

２ 次期（平成24年度以降）指定管理者の公募時には、利用料金制の採用を検討中であり、新沖縄県行政改

革プラン（平成22年3月）においてもその旨が明記されている。

３ 旧管理棟の利用状況については、現在、１階部分は、艇庫及び船具室等として当該建物の供用開始から

現在に至るまで継続利用されており、２階部分は、平成22年度より会議・研修室及びマリーナ利用者の休

憩室として利用されている。

また、自主事業の第三者委託については、原則として、マリーナの包括的な管理者である指定管理者自

らがその運営にあたるのが好ましいが、基本協定書に「施設の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実

施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を行うことができるものとする。」と規

定されているとおり、第三者への委託自体を禁止しているものでなく、県と協議し、承認を得れば、実施

可能と考える。

監査結果

モニタリングの実施・公表が行われていない。また、モニタリングを行うときにはその方法を工夫する必

要がある。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部港湾課

平成22年度より、従来の年度報（県行政改革推進課のホームページにて公表）に加え、月報の提出とアン

ケート実施を指定管理者に求めている。また、モニタリングマニュアルに則って定期的に連絡調整会議を実

施しており、情報・意見交換、指定管理者への指導・助言等を行っている。

＜西原マリンパーク＞

監査意見

１ ビーチ利用者から駐車場利用料金を徴収したうえで、県への納付金制度を採用すべきである。

２ 本施設が西原・与那原地区活性化の中核施設としての意義を有していることから、維持管理及び利用の

あり方等について地元住民の積極的な参加を促すためにも、市町村への移譲（譲与）を視野に入れるべき

である。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部港湾課

１ 同施設は、利用料金制度が導入されており、駐車場利用の有料化及びその金額設定については、指定管

理者の判断に委ねられている。

平成21年度に第２期（平成22年度～平成24年度）の指定管理者の公募が行われ、現在の指定管理者が選

定されたが、「より多くの県民に気軽に利用できる施設として運営していきたい」という現指定管理者の

考えにより、駐車場料金を無料とする措置がとられている。

また、平成22年度包括外部監査における現指定管理者へのヒアリングにおいても、「公園施設として利

用している県民が（来園者）が多いこと、また、有料化により県民の利用頻度、来園者数が減少するおそ

れがあることから、現在の運営方針のままとしたい」旨の意見が指定管理者から監査人に対し表されてい

る。

２ 同施設は、沖縄県、西原町、与那原町が共同で海辺のアメニティ豊かなまちづくりを推進する「中城湾

港マリンタウンプロジェクト」の中核施設として、平成19年の開園以来、指定管理者による管理運営のも

と、多くの県民に利用されているところである。

同施設は、３年前に県が国庫補助事業を活用して設置したばかりの施設であり、また、「中城湾港マリ

ンタウンプロジェクト」の中核をなす、西原町及び与那原町にまたがる広大な面積を有する施設であるこ

となどの理由から、県において維持管理を行うのが適当と考えているところであるが、監査人の意見をふ

まえ、同施設の維持管理の主体や利用のあり方について、今後検討していきたい。

＜宇堅海浜公園＞

監査結果

１ 開発計画の妥当性に疑問がある。

２ 指定管理者の評価のあり方に疑問がある。

３ 選定委員の構成の見直しが必要である。

＜監査結果に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 当初設計では、年間利用者見込みを32,000人としており、平成21年度の年間利用者数は46,000人であり、

施設の開発計画は妥当と判断される。

２ 平成22年度の次期指定管理者公募でも１法人のみの応募であったが、判断が甘くならないよう制度運用

委員会で審査し候補者を選定した。

３ 平成21年度より委員４人すべてが外部者の構成となっている。

監査意見

１ 沖縄県とうるま市の事業への関わり方の見直しが必要である。

２ 指定管理者の財務体力からみて早期の危険性除去ないし、指定管理業務の継続への対応が必要である。

３ モニタリングの適正な実施を行う必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

土木建築部海岸防災課

１ 指定管理者が行う事業やイベントに対して、沖縄県とうるま市が今後も地域活性化及び地域振興のため

に指定管理者と共に協力していけるよう平成22年度中に協議する。

２ 指定管理者から提出される毎月の利用状況報告、上半期報告及び年次報告により施設の管理運営状況を

把握し、施設の巡視や面談を行い施設における問題点などの情報を共有化し事業困難に陥らないよう対応

している。

平成21年度の収支は1,011,804円の黒字となっている。

３ 管理運営状況を現場巡視や意見交換などで情報を共有化し助言や指導を継続していく。

＜情報公開＞

監査結果

１ 沖縄県情報公開条例に指定管理者の管理情報の開示に関する規定がないのは適当でない。

２ 業務監査の際に、個人情報の侵害がなされていないかを不断に留意する必要がある。プライバシーマー

クの取得を選定要素のひとつに入れるのが望ましい。

＜監査結果に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 平成17年の条例一部改正時の議論において、指定管理者の管理情報の開示に関する規定を検討したもの

の、指定管理者との基本協定書に開示義務を設けることが可能であり、特に条例化の必要はないと判断し

た経緯がある。

２ 個人情報の漏えい防止対策を講じる措置として、沖縄県個人情報取扱事務委託等の基準の周知について

（平成20年２月13日付け総総第3507号）により通知を行っている。

個人情報取扱事務の監査の充実を図るため、指定管理者制度導入施設所管課に対し、当該通知の周知を

定期的に行う。

プライバシーマークについては、その付与事業者（平成22年12月17日現在）は全国的にも県内において

も、情報サービス・調査業の事業者が約55パーセントを占めているのが実情である。また、付与認定の申

請・更新時には事業規模に応じた費用が必要である（新規のとき：小規模30万円、中規模60万円、大規模

120万円、更新のとき：小規模22万円、中規模45万円、大規模90万円）。

以上のことから、プライバシーマークの取得を指定管理者の選定要素とするべきかどうかについて検討

しているところである。

監査意見

１ 指定管理者の情報開示規定を条例に新設すべきである。

２ 条例改定に至るまでの間は、協定書に定めを設けることにより対応すべきである。沖縄県だけでなく、

指定管理者、専門家、県民等広く交えてその内容を決めていく必要がある。

＜監査意見に係る措置＞

総務部総務私学課

１ 各県の指定管理者の情報公開制度を参考とし、規定の新設等について検討中である。

２ 指定管理者の指定管理に係る情報公開の推進について、指定管理者制度導入施設所管課への周知等を検

討中である。
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県　　　章

（号外第22号別冊）平成23年 ６ 月 28日　火曜日

平成22年度

　　包括外部監査結果報告書　　　　　　

　「過去の包括外部監査の措置状況について」
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